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１．はじめに 

大会参加者の目的のひとつに、初年次教育

実例情報の収集がある。今回は広島修道大学

と崇城大学から職員が正課授業に参画する事

例を話題として」提供いただいた。これらを

もとに参加者の所属大学における初年次学生

に対する支援体制の実例や課題等について、

本音の意見交換を行いたい。 

 

２．広島修道大学「教職協働で実施する初年

次教育」 

2.1  学習支援センター設置の経緯と体制 

学習支援センター（以下、LSC という）は、

2005 年、少子化による受験生減少と入試種別

の多様化による学力低下、リメディアル教育

の必要性を背景に、入学前および入学後の学

習相談ならびに学習支援、教育方法の企画・

開発にかかる支援・研究などを主な任務とし

て設置された。  

現在の LSC の人員体制は、教員によるセ

ンター長と次長（各 1 名）、学習アドバイザ

ー（任期付き専任 2 名）、職員（専任 2 名・

任期付き専任 2 名）の計 8 名となっている。 

当初、LSC はリメディアル教育を意識され

て設置されたが、試行錯誤の結果、「初年次教

育を通した自立的学習者の育成」に焦点をあ

てた活動に重点を置くようになった。その過

程で、初年次教育における学習支援をカリキ

ュラムと連動させる方向に舵を切ることとな

った。今回、報告する「修大基礎講座」の実

施がそれである。 

2.2 「修大基礎講座」の実施 

 「修大基礎講座」は、2007 年度より全学共

通科目として実施されたファーストイヤー・

セミナーⅠ（以下、FYSⅠという）の後継科

目として、2011 年度よりスタートした。本科

目の達成目標は、①大学生としての姿勢や学

習態度を身につけ、実践することができる、

②大学における学びに必要な学習スキルの基

礎を習得し、実践することができる、である。  

授業の展開は、①を【表１】の内容で各部

局の職員が 6 回または 7 回担当し、②を各学

科の教員が少人数クラスで、8 回または 9 回

担当する。 

【表１】 各部局の担当内容 （ ）は担当部局名   

①修大の理念と地域に貢献する学生像 

（総合企画課・ひろしま未来協創センター） 

②シラバスを読む（教学センター） 

③ノートの取り方（学習支援センター） 

④学生生活と時間管理（学習支援センター） 

⑤自己発見と自律へのアプローチ（キャリアセンター） 

⑥学生生活とストレス、コミュニケーションの築き方 

（学生センター・学生相談室） 

⑦図書館活用法（図書館） 

学科・専攻は、部局授業の回数と教員授業

のクラス規模を選択することができるが、

中・大規模クラスを選択した場合は、上級生

アシスタントとして、学習ピアを導入するこ

ととなっている。また、教員の担当する授業

では、授業の構成や教材の共通化が図られて
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いる。 

2.3  教職協働の実践から 

 FYSⅠ開設当初、職員が授業を担当するこ

とに対する抵抗がないわけではかった。   

 教員から示された課題としては、職員が授

業をおこない、成績評価に関わる点であった。

この点は、毎回の部局授業の中でおこなうワ

ークや授業終了後に学生の提出する課題を職

員自身が採点し、個別クラスの担当教員が「部

局の評価を参考にしながら、最終的評価を下

す」ということで、運営することとなり、現

在に至っている。 

 職員にとっても、授業を担当する精神的な

負担に加え、授業後の提出課題の採点作業は

業務の負担として捉えられた。新入生に対す

ガイダンスをおこなうことはあっても、1 コ

マ 90 分の授業を担当するなどまったく未知

の経験だったからである。 

 しかしながら、職員が教壇に立つことで、

授業で見せる学生の反応や実情を知ることが

できたこと、授業運営の難しさを体験できた

ことは、部局の業務自体を振り返る機会とな

った。また職員組織に、学生が主体的な学び

手となるために、教職協働が必要であること

が伝わり、実践できたことも収穫であった。 

2.4  LSC の役割 

 「修大基礎講座」の運営における LSC の

役割は、以下の 2 つに大別できる。 

まず、全学共通で実施される「修大基礎講

座」をコーディネートすることである。「修大

基礎講座」は、各学科・専攻の担当者の代表

（コーディネータ）が出席するコーディネー

タ会議で、授業内容の検討や実施後の検証等

がおこなわれる。同時に、部局担当者会議が

開催され、部局授業の運営や実施後の検証が

おこなわれる。  

LSC は、会議の運営、学科間の調整、部局

との調整、教室の手配、部局授業の教案づく

りや教室での授業運営をサポートする。また、

毎回、学科・専攻の授業を参観するコーディ

ネータが記入するコメントカードを、部局担

当者に渡し、部局の授業改善をサポートする。 

次に、教職員がひとつひとつの授業を円滑

に進められるように教育方法や教育手法を学

ぶ場を提供する。たとえば、「修大基礎講座」

を担当する教職員向けに、『修大基礎講座のた

めの授業アイデア集』を作成し、初年次教育

の実践に役立つ参加型授業の手法を中心に紹

介している。また、全学を対象として、初年

次教育の意義や学生を主体的な学びにいざな

う教育手法、授業の工夫などを紹介する「初

年次教育セミナー」、若手教職員を対象とした

「教育力アップセミナー」を開催してきた。 

2.5 今後の課題 

 2.3 教職協働の実践で示したとおり、職員

が授業を通して、職員が教員と共に学生の学

びに関わることの意味を認識できたこと、自

らの業務を振り返る契機になったことなど、

SD につながることがわかった。 

 しかしながら、部局の担う「大学生として

の姿勢や学習態度」は、授業でおこなうテー

マとしては、難しい内容である。加えて、部

局授業に割り当てられるのは、1 テーマ 1 コ

マと時間的な制約があるため、情報提供的な

授業になりがちである。担当者にとっても、

万一、1 コマの授業で失敗したと感じたとし

ても、次の授業で挽回や調整はできないとい

うプレッシャーがのしかかってくる。 

 以上の点を踏まえ、今後、部局授業に内容

的な連続性を持たせながら、情報提供にとど

まらない授業にするための工夫を求めていく

必要がある。 

 折しも、本学は、新学部増設や既存の学部

再編に伴うカリキュラム改正の時期を迎えて

いる。「修大基礎講座」をさらに充実させるた

めに、各部局の授業が連続性を保ちながら、

教員授業へとつながっていくことが重要だと

考える。教員・職員がそれぞれの分野で、学

生に働きかけ、学生の主体的な学びを引き出

せる体制を構築していきたい。 
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３．崇城大学「教育刷新プロジェクトに取り

組む職員の役割」 

3.1 総合教育センターの背景と体制 

 総合教育センター（2015 年設置）は、数学、

理科、外国語、文化社会、教職課程、健康・

スポーツ、の 6 グループで構成され、2016

年時点では英語学習センターSILC（SOJO 

International Learning Center）および起業

家育成プログラム担当教員を含む 52 名が所

属する。 2011 年に開始した「崇城大学教育

刷新プロジェクト」（以下、SEIP）により、

それまで個別に実施されていた授業科目、学

生支援制度の連携が取られ、教職協働が複数

の場面で積極的に実施されている。 

今回は教員 1 名が学生 5 名の支援を行う

「チューター制度」および、キャリア教育科

目として総合教育センター教員および各課職

員が授業を担当する「教養講座 I」について

説明する。 

3.2 チューター制度の概要 

 本学では SEIP 開始に伴い、従来学科学年

ごとに 1、2 名置いている担任に加えて、学

科および総合教育センターの教員が 1 人当た

り各学年 5 名程度の学生の履修・就職指導お

よび生活相談を担当する「チューター」とな

る制度を導入した（芸術学部・薬学部は体制

の詳細は異なる）。本制度の職員側から実施す

る管理・運営については、学生部学生厚生課

が担当している。 

 各チューターは担当学生に対して、学期中

2 回から多くて月 1 回程度の頻度で面談を行

い、対話を通して学生の成長を促す機会を持

つ。面談の結果は各チューターにより指定書

式の電子ファイルである面談票に記載され、

担任に提出される。担任は面談票を参考に担

当学年全体の様子をまとめた報告書を学期に

2 回作成し、学科長に提出する。学科長は学

生厚生課と連携を取り、報告書を管理する。 

 取りまとめた情報については、後援会総会

や地区別保護者面談会などの機会に活用する

ことがある。 

 学生支援の面で特別な対応を要する場合は、

担任もしくは学科長が、メンタルヘルス支

援・トラブル対応教職員を置く学生支援セン

ターと連携をとって、学生対応を行う。同セ

ンターは学生支援・学習支援・健康支援も担

当し、こちらの多くは総合教育センター教員

が兼務にて対応する。 

 学生支援センターはまた、学生厚生課およ

び教務部教務課との職員間の密な連携を図り、

学生の様々な相談に対応できる体制を整えて

いる。このため学生支援センター長は学生部

長が兼務している。 

 チューター制度はその運営および改善のた

め、チューター制度運営部会を設置している。

体制については、SEIP 開始から 2014 年度ま

では、制度の安定的運用を目的として、各分

野に長けた教職員および教育担当副学長・事

務局長・事務局次長をメンバーとした。2013

年度中にそれまで毎年実施していた学生およ

び教員へのアンケート結果を反映させた制度

の手引となる「チューターガイドブック」を

作成し、制度の実態を各学科長に聞き取り調

査した結果を 2014 年度に取りまとめた。そ

れを受けて 2015 年度からは、部会構成メン

バーを学科長および学生厚生課員として、安

定期に入った制度の運営を続けている。 

 SEIP 開始に伴うチューター制度を経験し

た学生は 2015 年 3 月に初めて卒業となった

が、その就職率は過去最高の 99.2%となった。

また退学率も減少傾向が進み、2%台となって

いる。 

3.3 チューター制度の課題 

 面談記録の管理方法については、制度導入

当初は学内ポータルの所見欄の活用などで記

録の電子化をチューターだけでなく授業担当

教員や部活顧問担当教職員にも促した。しか

し全般的に利用率が極端に低く、取りやめと

なり、現状の面談票を面談毎にファイル保存

する方式となった。今後は、蓄積された記録
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の利便性の高い活用方法の構築が課題となる。 

3.4 「教養講座 I」の概要 

 教養講座は SEIP 開始後、1 年前期は初年

次導入教育を目的とした「教養講座 I」、およ

び後期は専門導入教育を重視した「教養講座

II」として、工学部・情報学部・生物生命学

部で必修化され、単位については認定制では

なく、成績評価を行っている。 

 「教養講座 I」の構成は外部講師による講

演と、外部講師・本学教員及び部課長級職員

による初年次導入教育（オリエンテーション）

で、各週交互に行っている【表 1】。 

 毎回 60 分程度の講演を聞き、その内容を

まとめることが求められる。科学技術、人文

科学などの分野を問わず幅広い視野を身につ

けることと、「聞く力とマナー」と「文章表現

力」の必要性を学生が体感し、その基礎作り

とすることが、本講座の達成度目標である。 

 本講座は、外部講師講演回のみを「with you

講座」として一般に公開しており、毎年 50

名が受講する地元でも長く人気の公開講座と

なっている。 

【表 1】 2016 年度「教養講座 I」工学部用シラバス概要 

回数 講師、担当課 内容 

1 

【講座担当責任教員】 

オリエンテーション 

「教養」とは何か。教養講

座を受ける心構え  

2 

（初年次導入教育） 

教育・研究担当副学長   

本学の目指す教育と研究

（大学院進学・研究倫理を

含む）  

3 

【外部講師】講演 「あなたを輝かせる源は感

動力にある」 

4 

（初年次導入教育）教務

部長・FD 委員長、図書課

長・教職課程委員長：教

務課   

履修指導と GPA、授業の受

け方とアクティブラーニン

グ、図書館の利用、教職課

程等  

5 【外部講師】講談 「中山義崇物語」 

6 

（初年次導入教育） 

学生部長・チューター制

度部会長・環境管理責任

者等：学生厚生課   

学生生活全般の諸注意Ⅰ 

チューター制度、学生支援

センターの役割、環境マネ

ジメント等 

7 【外部講師】講演 「『生き方』を考える」 

8 

（初年次導入教育） 

外部講師：学生厚生課   

学生生活全般の諸注意Ⅱ 

ハラスメント・性犯罪関係 

9 【外部講師】講演 「『気づき』の経営」 

10 

（初年次導入教育） 

外部講師：学生厚生課   

学生生活全般の諸注意Ⅲ 

学生トラブル防止関係 

11 【外部講師】講演 「私の野球人生」 

12 

（初年次導入教育） 

外部講師：学生厚生課   

学生生活全般の諸注意Ⅳ 

交通事故・性犯罪・危険ド

ラッグ・インターネット被

害防止 

13 

【外部講師】講演 「コンピュータで進める科

学と男女共同参画」 

14 

（初年次導入教育） 

就職部長、国際交流課長

等:就職課、国際交流課   

将来の進路選択（就職・進

学・留学等）に向けて  

15 

（初年次導入教育） 

各学科１年担任  

まとめ（振り返り、感想文

提出）   

※網掛け部分：職員運営の授業回、傍線部：担当課 

 授業全体の総責任者は講座担当教員が担当

する。外部講師講演回については、教務課が

担当となり講演会場の運営を行う。職員運営

の授業回の統括は教務部長が担当し、各回の

内容については、各担当課の職員が授業の準

備、進行の管理・運営を行っている。これら

の回では、感想文提出などにより評価を行い、

集計結果は各学科 1 年担任を通じて講座担当

教員に提出される。 

3.5 「教養講座 I」の課題 

 １回の授業は教員との連携で、すべてを職

員が担当しているわけではなく、持ち時間も

多くはない。しかしこれを契機として、職員

の正課・課外授業参画への可能性を高めるこ

とが望まれよう。また担当外の教職員に教職

協働の理解をどう進めていくかも課題である。 

 

４．おわりに 

 成功・失敗事例や運営等の課題・悩みを語

り合い、また次年度以降の継続もご相談した

い。多くの職員各位の参加を期待している。 
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初年次教育は「学生の定着」に寄与できるか？ 

―エンロールメントマネジメントを意識したシステム創り― 

 

【企 画 者】 谷川裕稔（四国大学短期大学部） 

【司 会 者】 谷川裕稔（四国大学短期大学部） 

【話題提供者】 山本繁（NPO法人NEWWAVE） 

上岡義典（徳島大学） 

谷川裕稔（四国大学短期大学部） 

 

                                    

１．はじめに 

 本大会のテーマは『初年次教育とエンロー

ルメントマネジメント』である。「エンロー

ルメントマネジメント」とは IR(Institutional 

Research)の分析軸のひとつとみなされてい

る。本大会では「学生が大学に入学し、在籍

し、卒業するまでの流れを意識しようとする

営み」という意味合いで捉えることにした。 

 ところで，エンロールメントマネジメント

には大きく「学生募集」と「学生の流れ」の

2 領域に分類される。なかでも後者の「学生

の流れ」は，入学前から卒業までにいたる学

生在籍が，同領域の重要な要素のひとつと考

えられている。ちなみに，学生在籍とは学生

の 「 定 着 ・ 継 続 在 籍 」 （ retention or 

persistence）を指す。これを具現するために

は，学生の離学（attrition）を防ぐ必要があ

る。そこで学生の中途退学防止のための方

略・戦略を検討する必要がある。まずは，中

途退学の防止プログラムとして期待されるの

は，「初年次教育」である。 

 本ラウンドテーブル（以下，RT）は，とく

に学生の定着，ひいては「中途退学防止」に

ついて，各高等教育機関の身の丈に合った方

略・戦略を模索することを加えて，どのよう

なシステムづくりをすれば効果が得られるの

か，についてリアルな議論をする場としたい。 

 RT であるが，まずは①企画者による RT

の目的を述べ，②アメリカ高等教育機関の中

途退学防止に係る方略・戦略について概観す

る。次に，わが国の高等教育場面における中

途退学研究の第一人者と称される山本繁氏に，

③わが国の高等教育機関の現状を概観するな

かで，各高等教育機関で身の丈の合った中途

退学防止に係る対応策を提示していただく，

それを受け④発達障害有する（疑いのある）

学生の学びの現状と定着の方略について，発

達障害学生の継続在籍のあり方に詳しい上岡

義典氏に提案していただく，それらを踏まえ

⑤フロアと忌憚のない意見を交換する，とい

う流れで進めていきたい。 

  

２．話題提供者① －（谷川裕稔） 

 アメリカ高等校機関の学生の定着に係る方

略・戦略 

 OECD の中途退学に係るデータによると，

アメリカの高等教育場面では約 47％（OECD

諸国の平均退学率は 32％）の学生が何らかの

理由で（高等教育機関を）離れていく。ただ

しアメリカの場合は，高等教育制度上，ドロ

ップアウト，ストップアウト，オプトアウト，

トランスファーアウトが容易な文化であるこ

とが，高い離学率の背景にある。 

 アメリカの高等教育場面で「定着」率が重

視される主な理由には，経営上の問題（EFT

換算による連邦政府・州政府からの補助金）

が前提としてあるが，近年，学生の（目標の）

「修了」（completion）に向かっての高い定
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着率は学生と教育機関の「成功」（success）

とみなされる傾向（鍵指標）にあることが大

きい。 

 ところで，学生を引き留めるために，様々

な方略・戦略が試みられ（取り組まれ）てき

ている。詳細は話題提供のなかで触れるが，

結局のところ，キャンパス内から離学者を逓

減する基本的な姿勢は，経営陣も含めた教職

員の積極的な関わり（キャンパスワイド的取

り組み）に集約される，という見解を示す研

究者は多い。 

 

３．話題提供② －（山本 繁） 

日本における中途退学防止問題の概観と各

高等教育機関における身の丈に合った中途退

学防止に係る対応策 

 

（１）日本における中途退学率とその背景 

 日本における大学の修業年限以内退学率は、

国公立大学が 2.7％、私立大学が 8.2％と言わ

れている。OECD 諸国の平均退学率 32％と比

較すると高い数字ではないように見えるが、

日本が抱える固有の問題が存在する。それは、

高卒の正社員比率が 45.1％であるのに対し、

高等教育中退者の正社員比率はたった 7.5％。

つまり、大学・専門学校の中退者は、非正規

雇用、失業・無職になる割合が極めて高いこ

とである。この背景には、新卒一括採用とい

う日本の構造的な問題が存在するのだが、各

高等教育機関としても、中途退学率の改善は

向き合わなければならない課題であろう。 

一方で、中途退学の原因は、経済的側面が

取り上げられることが多い。退学届に記載さ

れる退学理由は「経済的理由」が圧倒的に多

いのは確かに事実であるし、大学の質保証だ

けではなくアクセス保証という意味で奨学金

の拡充は検討すべきである。しかしながら、

奨学金を拡充すれば中途退学率はきれいに減

少するのだろうか。弊会が複数の大学、100

人以上の退学した若者にインタビューしたと

ころ、何らかの理由で出席率が下がり、単位

が習得できず、結果的に奨学金を受給できな

くなり、「経済的理由 」として中途退学して

いく学生も、少なからずいることが明らかに

なった。この、出席率が下がるきっかけとな

る事象は何なのかを知ることこそ、中途退学

防止の根本的な解決になるであろう。 

 

（２）身の丈にあった中途退学防止策 

「身の丈に合った」中途退学防止策とはど

のようなものだろうか。ここでは、逆に「身

の丈に合わない」つまり「現状に即さない」

とはどういうことか、考えてみたい。  

実施したい対策はあるが、現状では予算が

無い、実行する人もいない、とよく耳にする。

しかし、学生理解の不足、つまり、中途退学

のミクロな現状を把握していないことが、現

状に即さなくなる最大の原因ではないだろう

か。 

弊会では、退学するパターンを三つに分類

して整理している。一つ目は初期型と呼び、1

年前期から学業不振に陥る学生である。二つ

目は失速型と呼び、1 年後期以降に学業不振

に陥る学生である。三つ目は突発型と呼び、

学業不振を伴わず、ある日突然退学する学生

である。学業不振とは、出席率の低下、修得

単位数の減少、GPA の低下が指標となる。大

学によって中途退学者に占めるこの三つのタ

イプの割合は異なるため、まずはその割合を

把握することから始めるとよい。 

また、初期型は、高校時代の欠席率、入学

時の学力、志望学科のミスマッチなど、入学

前から何らかの中退リスク因子を抱えている

ケースが多い。失速型は、夏休みやバイト依

存による生活リズムの崩れ、学習意欲の低下

が、出席率の低下に繋がり、退学に至るケー

スが多い。突発型は、妊娠・出産、急激な家

計の悪化が原因となり、大学側でこのタイプ

の中途退学を予防することは極めて難しい。       

このように中途退学に繋がりやすい事象をシ
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ンドロームと呼んでいる。出席率や修得単位

数など数値に表れるのはあくまで結果であっ

て、そこに至る経緯や真因を把握できるわけ

ではない。数値を元に仮説を立て、その仮説

を元に、どのようなリスク因子やシンドロー

ムが多いのか定性的な調査分析を行っていく

ことが、現状を把握する第一歩である。 

加えて、インタビューの際には、現状行わ

れている中途退学防止策がどのように受け取

られているのか、ヒアリングするとよい。例

えば、オリエンテーション合宿を境に出席率

が激減した学生がいた。大学に馴染むことが

目的のはずのオリエンテーション合宿だった

はずだが、それが原因なのか、偶然なのか。

原因だとしたら、何が問題だったのか。この

ときに重要なのは、その回答となる理由や背

景をどれだけ掘り下げられるか、である。 

リスク因子、シンドロームが洗い出された

後は、それらに陥らないような防止策を新た

に立てる、もしくは既存策を修正していくこ

ととなる。 

その結果導き出される中途退学防止策は最

小限に絞られ、しかし成果期待は高く、故に

導入しやすくなる。 

また、成功した他大学の中退防止対策を自

校でそのまま導入しても成果が出ないケース

が多いのは、現状把握に課題があるケースが

多い。「何を」するかは重視しているが、「な

ぜ」「どのように」するかという視点が抜け

てしまうからである。 

 

（３）持続するエンロールメントマネジメン

トを意識したシステム作り 

 さて、身の丈にあった中途退学防止策を立

てた後は、実行するシステム作りである。こ

こで重要なのは、「今」大学に通っている学

生にフィットした施策であること、つまり、

最初に作って終わりではなく、現状の学生の

状況を把握したうえで実施し、成果を確認し、

修正していくという、PDCA を構築することに

ある。成果が出ないから一年で終わり、では

なく、柔軟にかつ大胆に修正していくことが

重要である。 

また、新たなことを始めるときには、教職員

の負担感が増えるため、心理的に阻害してし

まうことが多々ある。そのような場合には、

専門化と分業化を意識するとよい。例えば、

発達障害を抱える、もしくはそのグレーゾー

ンの学生への対応は、専門家の意見を取り入

れて更に可能であれば専門家に対応をお任せ

することも視野に入れなくてはならないだろ

う。 

 

（４）まとめ 

中途退学防止策は、低出席・低単位に陥っ

た学生への対処療法だけではなく、予防策と

あわせてシステムを構築していくことが重要

である。また、教職員個人の努力ではなく、

大学全体で効果的なシステムを構築するため

のエビデンスとして、エンロールメントマネ

ジメントが大きな役割を果たすであろう。 

 

 

４．話題提供③ －（上岡義典） 

発達障がいのある（疑いのある）学生への

支援 

我が国の大学・短期大学・高等専門学校（以

下，大学等）に在籍する障害学生数は年々増

加しており，特に発達障害，病弱・虚弱，精

神障害の学生が急増している。独立行政法人

日本学生支援機構による「平成 26 年度（2014

年度）障がいのある学生の修学支援に関する

実態調査」によると，全学生数の 0.44％にあ

たる 14,127 人の障害学生が在籍しており，

そのうち発達障害学生数は 2,722 人（全障害

学生に対する割合 19.3%）となっている。た

だし，この調査は診断を受けている学生を対

象としたものであり，診断は受けていないも

のの，発達障害が疑われる学生は含まれてい

ない。そのため修学上の困難を抱える学生は，
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実際にはさらに多いことが予想される。 

 それでは，この発達障害学生に対する支援

の状況はどうであろうか。授業支援に関して

量的増加が顕著に認められるなど，さまざま

な修学や就労に関する支援が実施されてい

る。しかしながら，その取り組みは一部の大

学等に留まっている現状もあり，まだ十分と

は言えないであろう。なお発達障害学生の支

援においては，授業支援よりも授業外支援が

多いことが特徴となっている。 

 このような中，発達障害学生を取り巻く社

会情勢にも変化が認められる。平成 28（2016）

年 4 月には「障害を理由とする差別の解消の

促進に関する法律」の合理的配慮規定等が施

行され，これにより国公立大学等では障害者

への差別的取扱いの禁止と合理的配慮の不提

供の禁止が法的義務，私立大学等では障害者

への差別的取り扱いの禁止は法的義務，合理

的配慮の不提供の禁止は努力義務となった。

加えて，平成 28（2016）年 5 月 25 日には，

就労と教育支援の強化などを柱とする「改正

発達障害者支援法」が成立した。現在，各大

学等では，障害学生支援に関する情報をホー

ムページなどで提供している。 

 安田（2016）は「神経発達症の特性を持っ

ている学生は，大学入学時，3 年次，4 年次，

大学院でつまずくことが多い」としており，

このことからも発達障害学生支援における初

年次教育の果たす役割は大きいと考える。対

人関係に苦手さを抱える発達障害学生は，キ

ャンパスでは孤立しがちである。問題が生じ

ても上手く相談できず，離学してしまう者も

いる。教職員が話しかけることなどを通して，

相談すること自体や相談の仕方についての支

援も行っていく必要があると考える。 

いずれにしても発達障害学生への支援を充

実してくためには，さらに教職員や周囲の学

生の理解を進めていくことは求められるであ

ろう。そして実際の支援においては，“二次

的問題”ともいえる「アイデンティティ危機」

の視点は不可欠であろうと筆者は考えている。 
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